
 
     

 

2006 年 5 月吉日 

株式会社インテージ 
 

『改正』労働安全衛生法 

対策セミナーのご案内 
 
拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、昨年10月労働安全衛生法が改正され、過重労働による健康障害防止対策・メンタルヘルス対策の充実を 

目的に、長時間労働者への医師による面接指導などが義務化され、本年4月より施行されております。 

当セミナーでは、主に健康診断の結果管理や長時間労働者への面接指導のあり方について、改正法のポイントと、

システムソリューションによる対策についてご案内させて頂きます。 

ご多忙の折とは存じますが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

― 開催概要 ― 
 

日 時： 2006 年 6月 15日（木）15 時～17時<受付 14:30～> 

内 容   「改正」労働安全衛生法のポイント 

 過重労働による健康障害防止対策を支援する 

「すこやかサポート 21」システム紹介  

 「すこやかサポート 21」を活用した過重労働対策事例 
                 ほか 
※ ご来場の皆様に、改正労働安全衛生法の解説書を無料贈呈！ 

2005年 改正労働安全衛生法のあらまし－改正政省令収録版－（中央労働災害防止協会編） 
 

料 金： 無料 

定 員： 45 名 

会 場： インテージ秋葉原ビル ２Ｆｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 
 

◆ 所在地 

〒101-8201 千代田区神田練塀町 3番地 
 

◆ 交通案内 

最寄駅：JR 秋葉原駅（中央改札口徒歩約 3分） 

：日比谷線秋葉原駅（２番出口徒歩約5分）

：銀座線末広町駅（１番出口徒歩約 5分）

 

◆ 問合せ先 

㈱インテージ 営業本部 営業 5部 

担当： 榎本 

ＴＥＬ： 03-5294-6245 （直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お申込み方法： ＦＡＸでお申込み下さい。（申込み期限：6月 9日） 
申込書を 03-5294-8309 まで FAX にてお送りください。 

 

 

 



㈱インテージ 営業本部 営業 5部 榎本 宛（TEL: 03-5294-6245 直通） 

 

『改正』労働安全衛生法 

対策セミナー 
 

出 席 申 込 書 
 

＜2006 年 6 月 15 日(木)開催 ※申込み期限：6月 9日(金)＞ 

 

必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 
 

□ 出席        □ 資料請求 
 

 

貴社名 

 

 

 

住  所 

 

 

 

ＴＥＬ 

 

 

ご芳名  所属 

役職 

 

ご出席者 
ご芳名  所属 

役職 

 

 

通信欄 

（何かございましたらご記入願います） 

 
お客様の個人の情報は当セミナーの出席確認連絡および今後のイベント開催連絡などの営業目的に使用し、第三者に開示、提供、販売、共有する

ことはありません。お客様の個人情報は適切な管理を行なうとともに、漏洩、滅失、の防止の為に最大限の注意を払っております。お客様の個人情

報の訂正、削除につきましては、お手数ですが下記までご連絡ください。ご本人の確認が取れ次第すみやかに対応させていただきます。 
連絡先： ０３－５２９４－６２４５ （榎本宛） 

03-5294-8309 
お申込みＦＡＸ番号


